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 三次市空家等対策の推進に関する条例案を次のように提出する。 

 

 

  令和５年１２月１日 

 

 

三次市長 福 岡 誠 志  

 

 

   三次市空家等対策の推進に関する条例（案） 

 

 三次市空家等対策の推進に関する条例（平成２７年三次市条例第１６号）の全

部を改正する。 

 

 （目的） 

第１条 この条例は，空家等に関する対策を推進し，公共の福祉の増進，地域の

振興及び安全で快適に暮らせるまちづくりに寄与するため，空家等対策の推進

に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）に定

めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。  

 （定義） 

第２条 この条例で使用する用語は，法で使用する用語の例による。 

 （市の責務） 

第３条 市は，空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実

施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるものとする。 

 （空家等の所有者等の責務） 

第４条 空家等の所有者等は，周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう，空家

等の適切な管理に努めるとともに，国，県又は市が実施する空家等に関する施



策に協力するよう努めなければならない。 

 （協議会） 

第５条 市は，空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うた

め，三次市空家等対策計画策定等協議会（以下「協議会」という。）を設置す

る。 

２ 協議会の運営に関し必要な事項は，別に定める。 

 （緊急安全措置） 

第６条 市長は，空家等の状態に起因して，人の生命，身体又は財産に被害が生

じるおそれがあり，かつ，所有者等に措置を講じさせる時間的余裕がないと認

めるときは，職員に空家等の敷地に立ち入り，危険を回避するために必要な最

小限度の措置（以下「緊急安全措置」という。）を講じさせることができる。 

２ 前項の規定により，空家等の敷地に立ち入ろうとする職員は，その身分を示

す証明書を携帯し，関係者の請求があったときは，これを提示しなければなら

ない。 

３ 市長は，緊急安全措置を講じたときは，当該空家等の所有者等に対し，当該

緊急安全措置の内容を通知するものとする。ただし，所有者等を確知すること

ができないとき，又は所有者等に通知することが困難であるときは，この限り

でない。 

４ 市長は，緊急安全措置を講じたときは，その費用の全部又は一部を当該空家

等の所有者等に請求することができる。 

 （関係行政機関との連携） 

第７条 市長は，必要があると認めるときは，市の区域を管轄する関係行政機関

に対し，法及びこの条例に基づいて講ずる措置に関し必要な情報の提供及び協

力を求めることができる。 

 （委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 



２ この条例の施行の日の前日までに，改正前の三次市空家等対策の推進に関す

る条例（平成２７年三次市条例第１６号）の規定によりなされた処分，手続そ

の他の行為は，改正後の三次市空家等対策の推進に関する条例の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。 

 


